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１．はじめに 

2021 年 6 月に育児・介護休業法が改正され、2022 年 4 月より段階的に施行される。今回の法改正の目的

のひとつは「男性の育児休業取得の促進」である。本改正により、いわゆる「男性版産休（出生時育児休業）」

の創設や、企業による育休を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する意向

確認の義務化、大企業への育休取得状況の公表義務付けなどが順次スタートする1。 

＜改正の概要＞ 

① 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 

② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向

確認の措置の義務付け 

③ 育児休業の分割取得 

④ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 

⑤ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 

※施行日 

②および⑤：2022 年 4 月 1 日  ①および③：2022 年 10 月 1 日  ④：2023 年 4 月 1 日 

 

２．日本における男性の育休取得の現状 

(１)低い取得率と短い育休期間 

政府は、男性の育休取得率目標を「2025 年度までに 30%」と掲げているが2、2020 年度の実績は 12.7%に

留まっている3。年々上昇はしているものの、女性の取得率（81.6%）4と比較すると低水準だ≪図表１≫。ま

た、「育休取得期間 5 日未満」の割合が 28.3%と取得期間が非常に短いのも特徴的である5≪図表２≫。この

ような状況は「名ばかり育休」とも呼ばれ、企業の中で男性の育休取得が実績ありきで推進されている可能

性も指摘されている6。男性の育休取得割合と取得期間は業種によってもバラつきがある。例えば、育休取得

率が 31.0%と最も高い「金融業・保険業」における育休取得期間 5 日未満の男性の割合は 64.0%と「複合サー

ビス事業（68.6%）」に次ぐ高さとなっており、取得期間の短さが確認される≪図表２≫。前述のとおり、法

改正により 2023 年 4 月から大企業における育休取得状況の公表が義務付けられるが、取得率を高めること

だけが目的化することがないように、企業においては制度の趣旨や目的に沿って、希望する男女が仕事と育

児を両立することができるように雇用環境を整備し、労働者への周知等を徹底することが求められる。 

男性の育休取得 ～ドイツに学ぶ 
統括上席研究員 小田 文子 

 

2022年 4月から「改正育児・介護休業法」が段階的に施行される。日本の男性の育休取得率の低さを踏まえ、

今回の法改正では主に男性育休の取得を促進し男女ともに仕事と育児を両立できる環境整備を目指す。日本

と同じく性別役割分担意識が強く、長らく低迷する出生率と少子化を社会課題とするドイツでも、家族のた

めの様々な政策を実行し地域や企業が一体となり男性の育休取得を促進している。ドイツの事例をもとに日

本の男性の育休取得・育児参加について考える。 
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(２)男性の育休取得の阻害要因 

ユニセフの子育て支援策ランキングにおいて、日本の男性の育児休業制度はトップに位置している7。男性

が取得可能な有給による育児休業期間が国際的に最も長いことが主な理由である。一方でユニセフは、日本

の男性の育休取得率の低さによる特異性も同時に指摘している8。日本の男性は他の先進国と比べて家事およ

び育児に関わる時間が極端に少ない9≪図表３≫。依然として、男女ともに「夫は仕事、妻は家庭」という性

別役割分担の意識が維持され続けているとされており10、そのような背景が男性の育休取得が進まない要因

のひとつと考えられる。一方、男性が育休を利用しなかった理由として「収入を減らしたくない（36.4%）」、

「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気である・会社や上司、職場の育児休業取得への理解がない

（25.9%）」、「会社で育児休業制度が整備されていなかった（25.9%）」が上位を占めている11。 

 また、男性が育休を取得しやすい環境を作るために企業が実施している取り組みとしては「特に実施して

いない（59.9%）」が最も割合が高く、次いで「社内に相談窓口を設置している（14.5%）」、「対象となる男性

職員に育児休業等の取得について人事部門や職場の上司から意向確認や働きかけを行うようにしている

（12.1%）」となっている。同じ調査によると、特に中小企業において具体的な対策が取られていない傾向が

伺える12。このように男性が育休を取得するうえでの阻害要因は、企業内での制度未整備とともに職場の雰

囲気など環境によるものも大きいと考えられる。特に入社時から長時間労働を経験してきた正社員は、男女

の別なく「仕事優先」の時間意識が自然と全員に共有されているとの指摘がある13。企業においては男性が

育休を取得することに、上司をはじめ職場全体が理解を示す風土づくりが重要と考えられる。 

 

≪図表１≫日本における育休取得率の推移       ≪図表２≫産業別にみる男性の育休取得割合     

 

（出典）厚生労働省「令和２年度雇用均等基本調査」をもとに SOMPO 未来研究所作成 
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学術研究、専門・技術サービス業 13.6% 8.6%

宿泊業、飲食サービス業 13.6% 62.5%

生活関連サービス業、娯楽業 5.9% -

教育、学習支援業 12.8% 0.7%

医療、福祉 12.4% 13.3%

複合サービス事業 12.7% 68.6%

サービス業（他に分類されないもの） 18.0% 3.8%

総数 12.7% 28.3%
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３．ドイツにおける男性の育休取得および育児参加の状況 

（１）歴史的背景と家族のための政策 

ドイツは日本と同様に、深刻な少子化を課題とする国のひとつだ。合計特殊出生率は 1994 年に 1.24 と

OECD 加盟国の中でも極めて低い数値となり、長期にわたり低水準で推移していた14。また、男女の性別役

割分担意識が強く、女性は子供が小さなうちは仕事をせずに子育てに専念すべきという、いわゆる「３歳児

神話」が根付いていたことから、一家の大黒柱として男性だけが働くモデルが主流で父親の育休取得も進ん

でいなかった。1990 年の東西統一後、ドイツ政府は主に西側の政策・制度を引き継いだが、2000 年代に入

り少子高齢化と労働力不足の深刻化が懸念され、共働き世帯への仕事と育児の両立支援に積極的に取り組み

始めた。両立支援としての柱は「保育施設の拡充」と「父親の育児参加」の２つであり、特に男性の育休取

得向上に効果を発揮したのが 2007 年に導入された「両親手当」だ。「両親手当」は育休取得期間中に片方の

親だけが最大 12 カ月間手当を受給することが可能な制度で、もう片方の親も受給する場合はさらに 2 カ月

間延長され、最大で 14 カ月間、夫婦で育児をしながら手当を受給できる。追加される 2 カ月間は「パート

ナー月」と呼ばれ、もう片方の親が育児休業を取得しない場合は権利が消滅する。ドイツでは最大 14 カ月の

受給を得るために、母親が 12 カ月間、父親がパートナー月の 2 カ月間の育児休業を取得するケースが多い

とされる15。男女間で取得期間の差はあるものの、両親手当の導入によってドイツの男性の育休取得率は年々

増加し、2018 年に育児休業給付を受給した父親の割合はドイツ全体で 42.1%に上り≪図表４≫、父親の育児

参加が進んだとされる16。また 2016 年には出生率が 1.59 に上昇し、約 20 年ぶりの高水準となった17。さら

に、2015 年 7 月には「両親手当」の制度をより柔軟にした「両親手当プラス」が導入された。従来の「両親

手当」も短時間勤務をしながら受給することは可能だったが、収入の分だけ両親手当の受給額が減額されて

いたのに対して、本制度では短時間勤務をしても満額受給できる仕組みとなった。加えて、2019 年 1 月から

は「改正パートタイム・有期労働契約法」が施行された。これは、労働者が 6 カ月超の雇用関係にある場合

に一定期間（1 年以上 5 年以内）をパートタイムで働き、期間終了後に再び元の労働時間に戻すことができ

るというものだ。「両親手当プラス」および「パートタイム・有期労働契約法」の導入により、男女ともに子

供が小さな時期はパートタイム労働を柔軟に活用し、母親と父親の家事・育児の分担および母親の早期復職

が促進されるきっかけにもなったとされる。 

 

≪図表３≫６歳未満児のいる夫の家事・育児関連時間（１日あたり）     

 

（出典）第 34回労働政策審議会雇用環境・均等分科会「男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集」をもとに 

SOMPO 未来研究所作成 
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（２）ドイツの働き方と労働政策 

働き方の特性から考察すると、ドイツの労働時間は先進国の中でも低い水準にある18≪図表５≫。ドイツ

では連邦休暇法による年次有給休暇の法定最低付与日数は 24 日（週 5 日労働の場合は 20 日）だが、多くの

企業で約 30 日の有給休暇を付与しており、取得率はほぼ 100%に近いとされる19。実際にドイツの労働者の

年間休暇取得日数は平均で 30～31 日と過去 30 年間にわたりほとんど変化がない20。 

また、ドイツの労働時間モデルとして導入されている「労働時間貯蓄制度」がある。本制度は労働者が労

働時間を貯蓄しておき、休暇等の目的で好きな時に使える仕組みである。規定の時間を超過して働いた時間

を、残業手当などの金銭で払わずに休暇等の時間で相殺するというものだ。本制度の導入により従業員は時

間を積み立て、職場外での私的な活動に自由に使うことが可能となった21。このように仕事だけではなく私

生活も含めた時間意識を職場が共有することが一般化し、日頃から休暇を取りやすい雰囲気が醸成されてい

たことが、ドイツで男性の育休取得が増加した背景にある、とも指摘されている22。また、ベルリン社会科学

センター（WZB）の研究調査によると、父親の育休取得はその後の父親の育児への関与に長期的なプラスの

効果をもたらすとされている。育児休業中に子供達と深い絆を築いた父親は育休を終え仕事に復帰した後も

家族に対して深く関与するようになり、1 日平均 1 時間多く子供と過ごすようになるとしている23。 

（３）地域や企業との連携 

男性の育児参加が浸透した背景には、前述した「両親手当」や「両親手当プラス」などの制度、インフラ

政策としての保育施設の整備など家族政策の基盤が整えられたことに加えて24、地域での取り組みや企業内

の制度構築、企業文化の変化も外せない。第 2 次シュレーダー政権（2002～2005 年）以降、ドイツ政府は

「家族に優しい社会」の構築を目指し、地方行政、企業、労働組合、商工会、教会、各種協会・協同組合、

ボランティアなどが地域ぐるみのパートナーシップを形成する「家族のための地域同盟（Lokale Bündnisse 

für Familie）」をドイツ商工会議所との合意により発展させた。また、経済界のプログラムとして、家族に優

しい企業文化の定着を目指す「成功要因としての家族（Erfolgsfaktor Familie）」をスタートさせた25。プロ

グラムの目的は「家族に優しいこと」をドイツ経済のトレードマークにすることであり、ネットワークに参

加するファミリーフレンドリーな企業同士が、従業員の仕事と家庭生活を調和させるためのアイデアや解決

≪図表４≫育児休業給付を受給した父親の割合（ドイツ） ≪図表５≫一人あたり平均年間総実労働時間 

 

（出典）ドイツ連邦統計局データをもとに SOMPO 未来研究所作成   （出典）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較 

2019」をもとに SOMPO 未来研究所作成 
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策などの情報および経験を互いにシェアするところにある。それらの取り組みにより参加企業は家族を考慮

した人事制度のメリットを認識し企業内でのさらなる浸透、定着を図ることが可能となる。また、仕事と家

族の両立支援に特に積極的な企業については表彰も行われ、ドイツ国内全体の企業に広めていくための活動

を展開している。2022 年 2 月末時点でネットワークに加入する企業は 8,100 社を超えている26。 

 

（４）企業の取り組み事例 

① IBM 

  グローバルに事業を展開する IBM では「Coaches for Working Parents」と称した従業員ネットワークに

より父親と母親をサポートしている。本制度は既に子供を持つ同僚が支援者となり、育児休業前および育児

休業中の従業員に対して自身の経験や職場の変化について情報を提供しサポートを行うものだ。育休中の従

業員にはノートパソコンが提供され、イントラネットを通じたトレーニングや所属部署のメンバーと自由に

コンタクトできる環境が用意される。これらのサポートにより、従業員は家族のケアと自身のキャリア形成

を上手く組み合わせることが可能となっている27。 

 

② Vodafone GmbH 

Vodafone グループはイギリスに本社を置き携帯電話事業を展開する多国籍企業である。その子会社となる

Vodafone GmbH では従業員が仕事と家庭生活を最適に組み合わせられるように包括的なサポートを提供し

ている。特に、性別や役職に限定されない複数のパートタイムモデルの構築に加えて勤務時間の最大 50%ま

でオフィス外で業務を行うことができるため、従業員は家族のケアを考慮して働き方を自在に組み合わせる

ことが可能となっている。例えば、父親の育児休業の取得と母親の迅速な職場復帰の両方を推進する制度と

して、父親と母親がいずれも労働時間を 25%短縮できるとともに半年間は給与の全額を受け取ることができ

る制度がある。利用するための条件は、母親が出産後 6 カ月以内に職場に復帰し、父親が子供の生後 1 年以

内に少なくとも 14 週間の育休を取得することである。このように Vodafone GmbH では母親の早期の職場

復帰の実現と父親の育児参加の機会を積極的に提供している。従業員のニーズに応えることが企業文化の醸

成に寄与するとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の採用と定着に繋がるとしている28。 

 

③ Commerzbank AG 

 Commerz 銀行はドイツのフランクフルトに本社を持つメガバンクである。ここでは従業員が自由かつ柔

軟に勤務時間を分割し、個々の考えに応じて仕事と私生活のバランスを取ることが可能な状態を目指してい

る。家族の事情に応じた幅広い勤務時間モデルがあるため従業員の特定の要望に柔軟に対応することができ、

ほとんどの場合が企業と従業員の双方にとって満足のいく解決策を見出せるとする。特徴的なパートタイム

モデルとして、育児休業中の母親と父親は最長 12 カ月の間 10%もしくは 20%の労働時間で雇用契約を結ぶ

ことができる。制度を利用するための条件は、育休中にパーソナルトレーニングを実施することと定期的に

銀行側と連絡を取り合うことだけだ。従業員のなかには支店長としての支店管理を 2 人でシェアしている

ケースもある。いずれも支店長として月曜日から水曜日までを 1 人が担当し、木曜日と金曜日は別の 1 人が

受け持つ。2 人は毎週水曜日と金曜日に業務の引継ぎを行い、イベントや会議は日程によって 2 人のうちい

ずれかが出席する。相互の信頼と共通の管理スタイルが本モデルの基本的な前提条件だとする。このように

ドイツの企業では、男女ともに育休を取得しながら短時間勤務を行う管理職の事例も多数見られる29。 
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４．男性の育休取得による効果 

 ここで改めて男性が育休を取得することによる効果を整理する。一つ目として挙げられるのが、男性社員

の育休取得・育児参加の促進は企業にとって人材の採用や確保に繋がるという点だ。ドイツでは日本と同様

に専門人材を中心とした人手不足が問題となっており30、高度な専門労働力の確保が企業の将来に繋がると

の考えから、家族についての議論は、同時に企業の労働力についての議論でもあるとされている31。一方、日

本においても「将来、育児休業の取得を希望する男性新入社員は約 8 割」という意識調査もあり、その数値

は過去から年々増加傾向にある32。今後、日本も少子高齢化により生産年齢人口が減少する見込みの中、企

業の人材獲得競争はますます激しくなると予想されている。従業員の希望に応じた柔軟な人事制度の構築や

休みを取得しやすい企業文化を醸成することで、企業は必要な人材を確保することが可能になると考えられ

る。さらに、育休を取得した従業員は復職後に会社に恩返ししたいという気持ちが強くなるケースが多く、

会社へのエンゲージメントやロイヤルティが高まるとも指摘されており33、ドイツ企業の事例でも同様の意

見が多く見られる34。 

二つ目は、男性が育休を取得し育児や家事に参加することで、女性が出産を機に退職することなく、また

育休を取得したとしても早期に復職することが可能となることだ。日本では近年「M 字カーブ35」が改善傾

向にあるが36、ドイツではほとんど M 字カーブは見られない37。女性が離職せずに雇用を継続することで、

企業はもとより国全体の労働力の維持・向上に繋がる。 

三つ目として挙げられるのは労働生産性の向上が期待できることだ。ドイツの研究調査では、両親手当を

受給した父親は受給期間終了後も家族により深く関与するようになり、4 人に 1 人（25.9%）が受給後に労

働時間を短縮させ、そのほとんどが 20%の労働時間短縮を図っていることを示している38。元来、ドイツ国

民は「時間」に対する意識が高く効率性を重視するとされる39。前述のとおり、ドイツの労働時間は先進国の

中で最も低い水準であるが（1 人あたりの労働生産性は日本の約 1.4 倍40）、育休を取得した経験がある男性

は家族との時間をより強く意識するようになるため、さらに効率的な働き方を求めるようになり生産性が高

まるとされている。  

 

５．むすび 

 ドイツは日本と同様に性別役割分担意識が強く、女性に育児の負担が偏り出産後も働き続けるハードルが

高い状況から子供を持たない家庭も増え、

長期にわたる低出生率および少子化に繋

がった経緯がある。しかし、2000 年代以降、

「両親手当」や「保育所設置」をはじめと

する家族のための総合的な政策を打ち出し、

国、地域、企業が一体となって父親の育児

休業取得と母親の早期復職を同時に促進し

ている。家族政策の出生促進に関する有効

性を示すことは非常に困難とされているが

41、ドイツの出生率は上昇傾向を示してい

る≪図表６≫。日本とドイツでは文化や習

慣も異なるが、労働と私生活のいずれをも

重視する時間意識、生産性や効率性の追求、

≪図表６≫ドイツと日本の合計特殊出生率の推移 

 

（出典）OECD 出生率データをもとに SOMPO 未来研究所作成 
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バリエーションに応じた働き方、企業文化の変革など、ドイツと同様に少子化や労働力不足という深刻な課

題を抱える日本において参考にできる点も多い。男性の育休取得はきっかけのひとつに過ぎないかもしれな

いが、長期的な視点で捉えると国にとっても企業にとってもプラスの効果が大きいと考えられ、少子化対策

への寄与も期待される。男女ともに仕事と育児を両立できる社会を目指して、今回の法改正を踏まえた社内

制度の整備とともに実際に制度を利用しやすい環境づくりが日本企業にとっては急務である。 
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